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○最寄りの登記所で他の登記所の登記事項証明書の請求ができます

か？

（情報番号１１０８ 全１頁）

全国の登記所間において，土地・建物に関する登記事項証明書の交付請求を，

相互にすることができる「登記情報交換サービス」があります。

登記事項証明書の交付を請求するときは，このサービスを利用して，最寄りの

登記所で，その登記所の管轄外の登記事項証明書を請求し，受け取ることができ

ます。

このサービスを利用するときは，登記事項証明書を請求しようとする土地・建

物の所在（○市○町○丁目○番地）と地番・家屋番号をあらかじめ調べておいて

ください。

なお，土地・建物の地番・家屋番号は，いわゆる住居表示と一致しないことが

多いので，正しい地番・家屋番号を，登記完了証や登記識別情報通知書又は登記

済証（いわゆる権利証）等で確認してください。


